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○金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金交付要綱 

平成２８年９月１日 

告示第１３８号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、金ケ崎町に定住する意思を有する若年者が町内の民間賃貸住宅に居住

することにより、若年層の移住定住の促進及び活力あるまちづくりの推進を図るため、

民間賃貸住宅に居住する場合の家賃の一部を予算の範囲内において補助することに関

し、金ケ崎町補助金交付規則（昭和４２年金ケ崎町規則第２０号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 住民登録 本町の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第５条に規定する住民基本台帳をいう。）に登録されていることをいう。 

（２） 若年者 第５第１項の補助金の交付対象となる期間（以下「交付対象期間」と

いう。）の起算月において年齢が３５歳未満の者をいう。 

（３） 若年世帯 第５第１項の交付対象期間の起算月において、世帯員が２人以上か

つ若年者が１人以上である世帯をいう。 

（４） 単身世帯 第５第１項の交付対象期間の起算月において、世帯員が若年者１人

である世帯をいう。 

（５） 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に

供する住宅で次の住宅を除くものをいう。 

ア 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅 

イ 社宅又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅 

ウ 申請者以外が契約した賃貸借契約に基づく住宅 

エ 申請者及び申請者の配偶者の２親等以内の親族が所有し、又は管理している住宅 

（６） 正社員 契約期間の定めがなく、社会保険及び雇用保険に加入している労働者

をいう。 

（７） 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料（管理費、共益費及び駐

車場使用料等の直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。）の月額をいう。 
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（８） 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に係る手当

等の月額をいう。 

（９） 町税等 町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用

料、保育料及び学校給食費をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３ 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助金交付対象者」という。）は、

次の各号に掲げる全ての要件を満たす若年者とする。 

（１） 町内又は町外の事業所に正社員として雇用され、かつ勤務していること。  

（２） 新たに住民登録した者であること。ただし、過去に住民登録をしていた者であ

っても、町外に転出した日から３年以上経過後に住民登録をした場合、又は町内の社

宅若しくは寮等の事業主から貸与を受けた住宅から民間賃貸住宅に入居した場合にあ

っては、新たに住民登録をした者とみなす。 

（３） 自己の居住の用に供するため、民間賃貸住宅の賃貸契約を締結した者であっ

て、現に当該住宅に居住していること。 

（４） 民間賃貸住宅に入居する世帯員が、公務員又は独立行政法人若しくは地方独立

行政法人の役員又は職員でないこと。 

（５） 民間賃貸住宅に入居する世帯員が、過去にこの要綱による補助金を受けていな

いこと。 

（６） 補助金の対象となる民間賃貸住宅を居住以外の目的に使用し、転貸し又は当該

住宅の使用権を他者へ譲渡していないこと。 

（７） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による住宅扶助その他の公的制度に

よる家賃補助等を受けていないこと。 

（８） 世帯員に町税等を滞納している者がいないこと。 

（９） 本町に定住する意思のある者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、雇用されている事業所からの出向により町内に定住しない

ことが明らかであると認められる者は、補助金の交付対象としない。 

（補助対象経費及び補助金の交付額） 

第４ 補助金の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は、１月当たりの家賃

（２０，０００円以上のものに限る。）から１月当たりの住宅手当の受給額に相当する

額を控除した額とする。 
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２ １月当たりの補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額以内の額（当該額

に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。）とし、次の各号のと

おりとする。 

（１） 町内事業所に正社員として雇用されている者であって、若年世帯の場合は、２

０，０００円を上限とする。 

（２） 町外事業所に正社員として雇用されている者であって、若年世帯の場合は、１

５，０００円を上限とする。 

（３） 町内事業所又は町外事業所に正社員として雇用されている者であって、単身世

帯の場合は、１０，０００円を上限とする。 

３ 補助金は、賃貸料及び住宅手当等に変更があった月分以降、補助金の額を変更する。 

（交付対象期間） 

第５ 交付対象期間は、新たに住民登録をした日（町内の社宅又は寮等の事業主から貸与

を受けた住宅から民間賃貸住宅に入居した場合は、当該住宅へ転居した日）の属する月

又は町内若しくは町外の事業所に正社員として雇用され、勤務を始めた日の属する月の

いずれか遅い月を起算月とし２４月を限度とする。ただし、新たに住民登録した日から

３７月以降は交付対象期間から除く。 

２ 補助金交付対象者の要件を満たさなくなったときは、補助金は交付しないものとす

る。 

３ 前項の規定に関わらず、補助金交付対象者が民間賃貸住宅から町内の民間賃貸住宅以

外の住宅に転居し引き続き定住の意思をもって居住する場合は、転居日の属する前月ま

での補助金を交付できるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、金ケ崎町若年者

移住定住促進家賃補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、交付

対象期間の起算月から１２か月の家賃（第５第３項に該当する場合は、対象となる月数

の家賃）の支払いが完了した日の属する月の翌月から３月以内に町長に提出しなければ

ならない。 

（１） 世帯全員の住民票の写し 

（２） 雇用及び住宅手当支給証明書（様式第２号） 

（３） 町内の社宅又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅から民間賃貸住宅へ入居し



 

4 
 

た場合、社宅又は寮等の賃貸借契約書の写し 

（４） 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し（家賃の内訳等が不明な場合にあっては、

家賃内訳証明書（様式第３号）） 

（５） 家賃支払い証明書（様式第９号）又は家賃の支払いが確認できる書類（領収書

の写し等） 

（６） 定住に関する誓約書（様式第４号） 

（７） その他町長が必要と認める書類 

２ 前年から引き続き補助金の交付を受けようとする者は、前年の補助金交付期間の翌月

から１２か月の家賃（第５第３項に該当する場合は、対象となる月数の家賃）の支払い

が完了した日の属する月の翌月から３か月以内に金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助

金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならな

い。0 

（１） 世帯全員の住民票の写し 

（２） 雇用及び住宅手当支給証明書（様式第２号） 

（３） 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し（家賃の内訳等が不明な場合にあっては、

家賃内訳証明書（様式第３号）） 

（４） 家賃支払い証明書（様式第５号）又は家賃の支払いが確認できる書類（領収書

の写し等） 

（５） その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７ 町長は、第６の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助

成を決定したとき又は助成しないものと決定したときは、金ケ崎町若年者移住定住促進

家賃補助金（継続）交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとす

る。 

（補助金の交付条件） 

第８ 規則第６条第２項の規定による補助条件は、本補助金とは別に、第４に掲げる経費

に対する補助金を受けている場合又は受ける予定となっている場合は、本補助金の対象

とならないものとする。 

（補助金申請内容の変更） 

第９ 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助金交付決定者」という。）は、申請の内
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容に変更が生じた場合は、変更の理由が生じた日から起算して１４日以内に金ケ崎町若

年者移住定住促進家賃補助金変更承認申請書（様式第７号）により、町長の承認を受け

なければならない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、内容の変更の可

否を決定し、金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金変更承認（不承認）決定通知書

（様式第８号）により補助金交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求等） 

第１０ 補助金交付決定者は、当該補助金について、第７に規定する交付決定のあった日

から１か月以内に金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金請求書（様式第９号）を町長

に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付は、前項に規定する請求があった日の属する月の翌月の末日までに当該

補助金交付決定者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により行うものとす

る。 

（決定の取消し等） 

第１１ 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。 

（２） 第３第１項の規定に該当しなくなったとき。 

（３） 正当な理由なく関係書類の提出が遅れたとき。 

（４） その他町長が不当と認めたもの。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、

金ケ崎町若年者移住定住促進家賃補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により当

該補助金交付決定者に通知し、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されて

いるときは、その返還を命ずるものとする。 

３ 補助金交付決定者が前項の規定により返還を命じられたときは、補助金を返還しなけ

ればならない。 

４ 町長は、前３項の規定により補助金交付決定者に損害が生じることがあってもその賠

償の責めを負わない。 

（要綱の失効） 

第１２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にお
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いて第７の規定による補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。 

（補則） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

前 文（平成３０年３月３０日告示第６６号）抄 

平成３０年４月１日から施行する。 

前 文（平成３１年３月２８日告示第４６号）抄 

平成３１年４月１日から施行する。 

前 文（令和５年４月２４日告示第６９号）抄 

令和５年４月１日から適用する。ただし、令和５年３月３１日までに改正前の金ケ崎町

若年者移住定住促進家賃補助金交付要綱第６に規定する交付申請をした者については、な

お従前の例による。 

  前 文（令和７年１月２３日告示第９号）抄 

令和７年１月１日から適用する。 


